
障害者フライングディスク競技公認審判員養成講習会 

開催要項 

１．趣  旨 障害者のフライングディスク（以下、FD）競技の競技規則及び大会運営方法を理解す

るとともに座学・実技を交えながら審判法を習得することによって、「名古屋市障害

者スポーツ大会」及び「（一社）愛知県フライングディスク協会（以下、AIFDA）主催

大会」で活躍できる審判員の養成を図ることを目的とする。 

 

２．主  催 社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団 

一般社団法人 愛知県フライングディスク協会 

（障害者フライングディスク競技委員会） 

 

３．場  所 名古屋市障害者スポーツセンター ボランティアルーム及び体育室 

〒465-0055 愛知県名古屋市名東区勢子坊二丁目 1501番地 

 

４．開 催 日 令和 7年 8月 31日（日） ９時４５分～１８時００分 

 

５．対  象 以下のすべての項目を満たした方。 

①令和 7年 4月 1日現在で 18歳以上の方。 

②受講後、AIFDAに審判登録し、活動する方。 

 

６．定  員 20名 ※定員を超えた場合は抽選とする。 

７．参 加 費 2,500円（受講料） 

※AIFDA審判員登録をする場合は別途 700円必要 

８．申込方法 所定の申込書に必要事項を記入の上、下記へ郵送または持参。 

FAXでの申し込みは不可。 

または、右記 QRコード内の申込フォームにて       

必要事項を入力し、申し込むこと。            

                      

〒465-0055                    

名古屋市名東区勢子坊二丁目 1501 番地  

名古屋市障害者スポーツセンター  

「障害者フライングディスク競技公認審判員養成講習会」担当：中井・木村 

 

 電話：052-703-6633 FAX：052-704-8370  

※開催要項及び申込書は、下記ウェブサイトからもダウンロード可。  

【名古屋市障害者スポーツセンター】検索 



９．申込期間 令和 7年 6月 1日(日)～6月 30日（月） 

10．参加決定 申込終了後に申込者宛に決定通知及び落選通知で連絡する。 

 

11．講  師 AIFDA協会 公認審判員 

 

12．タイムテーブル（予定） 

 時 間 内 容 

9：45 

10：00 

開講式 

【講 義】 

・障害者 FDについて 

・障害者 FD審判法について 

12：30 休 憩 

13：30 

 

 

 

16：30 

【実 技】 

 ・ディスクの投げ方について 

・審判法 

（アキュラシー、ディスタンス） 

検定試験 

18：00 閉講式 
 

 ※審判員資格を取得後、別に開催する「ディスクゴルフ」や「ドッチビー」等の補講

を受けると活動の機会が増える。 

 

13．そ の 他 

 

①動きやすい服装、室内シューズで参加すること。 

②講習会中の負傷、事故については、応急手当は行いますがその他の責任は負いかねるの

で健康管理には十分に留意すること。 

③講習会開催中の損失、損害、傷病、肖像権などについては、損害賠償を主催側に請求で

きない。 

④参加にあたっては公共交通機関を利用すること。 

⑤検定試験において、審判員として FD 競技に関する知識を有し、適切な判断・行動がで

きるかを評価するものとし、検定試験に合格した者は「AIFDA 協会/障害者 FD 競技委

員会」発行の「障害者 FD競技公認審判員」を付与する。 
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052-703-6633 FAX052-704-8370 
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R6.6.14～ 


